
「羽島市地域文化振興補助金」申請手続きの流れ 

 申請者が行うこと 備考・市が行うこと 

ステップ１ 

(申請書提出) 

期限までに生涯学習課へ申請書を提出してくだ

さい。次の⑴～⑸の書類が必要です。 

【必要書類】 

⑴ 交付申請書（第１号様式） 

⑵ 事業計画書（第２号様式） 

⑶ 収支予算書（第３号様式） 

⑷ 会員名簿（第４号様式） 

⑸ 団体の活動目的及び活動実績の分かるもの 

（前年度決算書、総会資料等） 

※申請書等の書き方や、補助対象経 

 費の仕分け方が分からない場合は、 

 事前にご相談ください。 

ステップ 2 

(書類の確認) 
 

申請書に基づき、確認します。 

※予算の範囲内で補助対象事業を決定

します。 

ステップ 3 

(審査結果通知)  

 補助金の交付または不交付の決定を通

知します。 

・補助金交付決定通知書 

・補助金不交付決定通知書 

ステップ４ 

（事業実施） 

事業の実施に当たっては、事業に関する書類の保

管・整理をお願いします。 

収支に係るもの 
事業の実施状況が 

分かるもの 

納品書、明細書 写真 

請求書 パンフレット、ちらし 

領収書 入場券 

振込票 新聞等のコピー 

その他、収支の証拠 その他、参考資料 
 

※これらの書類は、ステップ 5にて 

実施報告書と同時に提出していた 

だきます。 

ステップ５ 

（事業完了） 

補助事業が完了したら、速やかに次の書類を生涯

学習課へ提出してください。 

⑴ 補助事業実施報告書（補助金交付規則：第５ 

号様式） 

⑵ 事業の実施状況が分かるもの 

⑶ 収支決算書 

⑷ 領収書の写し等、支出に関する証拠書類 

※左表中⑷の書類は、すべて写しで結

構です。 

ステップ 6 

（確定通知書の送付） 
 

ステップ 5で提出された書類を確認し

ます。報告に係る補助事業の成果が、

補助金の交付の決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めた場合

は、確定通知書を送付します。 

ステップ 7 

（請求） 

確定通知書の送付を受けた後、補助金交付請求書

（補助金交付規則：第７号様式）を生涯学習課へ

提出してください。 

※補助金の交付の目的を達成するため必要があ

ると認めるときは、「補助金交付決定通知書」（ス

テップ 3）後に概算払いをすることができます。 

※請求後 30日以内に、指定の口座に振

り込みます。 

その他 

予算の変更など、事業内容に変更があった場合

は、補助事業内容変更承認申請書（補助金交付規

則：第３号様式）を提出してください。 

※補助金の増額は認められません。 

 


